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   財団法人弘前市公園緑地協会寄附行為 
  

                             昭和56年3月26日   

                             青森県指令第1171号  

                  改正 昭和57年10月22日青森県指令第5187号 

   第１章 総則 

 （名称） 

第１条 この法人は、財団法人弘前市公園緑地協会( 以下「協会」という。) という。 

 （事務所） 

第２条 協会は、事務所を青森県弘前市大字下白銀町１番地１号に置く。 

 （目的） 

第３条 協会は、弘前市における都市緑化の推進のため、都市緑化事業を進めるとと 

 もに、公園・緑地の利用の増進を図り、弘前市民の潤いのある安全で快適な生活に 

 資することを目的とする。 

 （事業） 

第４条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）緑化に関する相談所の開設 

（２）緑化推進に関する研究会、講習会等による市民の緑化思想の普及及び啓発 

（３）公園・緑地の利用増進普及 

（４）公園・緑地（その利用増進に資する体育施設等であって、該当公園・緑地と 

  一体をなすものを含む。）の管理に関する受託事業 

（５）その他協会の目的を達成するため必要な事項 

   第２章 資産、事業計画等 

 （資産の構成） 

第５条 協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

（１） 財産目録に記載された財産 

（２） 資産から生ずる収入 

（３） 寄附金品   

（４） 事業に伴う収入       

（５） その他の収入 
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 （資産の種別） 

第６条 協会の資産は、基本財産及び運用財産の２種とする。 

２ 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 

（１）協会の設立に際し基本財産として指定された財産 

（２）基本財産とすることを指定して寄附された財産 

（３）協会の設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 

３ 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 

 （基本財産の処分の制限） 

第７条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、や 

 むを得ない理由があるときは、理事会において、理事の４分の３以上の同意を得、 

  かつ、青森県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を 

 担保に供することができる。 

 （資産の管理） 

第８条 協会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を得て 

 定める。 

２ 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関等に預け入れ、若しくは信託会社に信 

託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。 

 （経費の支弁） 

第９条 協会の経費は、運用財産をもって支弁する。 

 （事業年度） 

第１０条 協会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 （事業計画及び予算） 

第１１条 協会の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に理事 

 会の承認を得なければならない。 

２ 前項の規定により協会の事業計画及び予算が確定したときは、理事長は、当該事 

 業計画及び予算を弘前市長に提出しなければならない。 

３ 前２項の規定は、協会の事業計画及び予算を変更する場合について準用する。 

 （事業報告、決算及び財産目録） 

第１２条 協会の事業報告、決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経 

 て、その事業年度終了後２月以内に理事会の承認を得なければならない。 
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２ 理事長は、前項の規定により手続きを経た協会の事業報告、決算及び財産目録を 

 弘前市長に提出しなければならない。 

   第３章 役員 

 （役員の種別及び選任） 

第１３条 協会に次の役員を置く。 

（１）理事長    １人 

（２）専務理事   １人 

（３）常務理事   ２人 

（４）理事（理事長、専務理事及び常務理事を含む。） 

          ８人以上１５人以内 

（５）監事     ２人 

２ 理事及び監事は、弘前市長が任命する。 

３ 理事長は、理事のうちから弘前市長が指名する。 

４ 理事長は、理事のうちから専務理事及び常務理事を指名する。 

５ 理事及び監事は相互に兼ねることができない。 

 （役員の職務） 

第１４条 理事長は、協会を代表し、業務を統括する。 

２ 専務理事は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故があると 

 きは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。 

３ 常務理事は、専務理事を補佐し、業務を処理するとともに、理事長及び専務理事 

 に事故あるときは、その職務を代理し、理事長及び専務理事が欠けたときは、その 

 職務を行う。この場合において、常務理事がその職務を代理し、又は行う順序は、 

  あらかじめ理事長が定めたところによる。 

４ 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。 

５ 監事は、民法（明治２９年法律第８９号）第５９条の職務を行う。 

 （役員の任期） 

第１５条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は辞任し、又は任期が満了した場合においても後任が就任するまでは、その 

 職務を行わなければならない。 
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 （役員の解任） 

第１６条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において 

 ３分の２以上の同意を得て、その役員を解任することができる。 

２ 前項の規定により役員を解任しようとするときには、その役員にあらかじめ通知 

 するとともに、当該役員に、解任の議決を行う理事会において弁明の機会を与えな 

 ければならない。 

 （役員の報酬） 

第１７条 役員には報酬を与えない。ただし、常勤の役員には、報酬を与えることが 

 できる。 

２ 常勤の役員、報酬の額等については、理事会の議決を経て理事長が別に定める。 

   第４章 理事会 

 （理事会の設置） 

第１８条 協会は、理事会を設置する。 

 （理事会の構成） 

第１９条 理事会は、理事長、専務理事、常務理事その他の理事をもって構成する。 

 （理事会の権能） 

第２０条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、協会の運営に関する重 

 要事項を議決する。 

 （理事会の開催） 

第２１条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 

（１）理事長が必要と認めたとき。 

（２）理事の３分の１以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。 

（３）監事から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。 

 （理事会の招集） 

第２２条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第１項第２号及び第３号の場合には、すみやかに理事会を招集し 

 なければならない。 

３ 理事会を招集する場合は、構成員に対し、会議の目的たる事項、内容、日時及び 

 場所を記載した書面をもって、少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

 ただし、緊急の場合はこの限りでない。 
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 （理事会の議長） 

第２３条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 （理事会の定足数） 

第２４条 会議は、構成員の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

 （理事会の議決） 

第２５条 理事会の議決は、この寄附行為に別に定めるもののほか、会議に出席した 

 構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

 （書面表決書等） 

第２６条 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面を 

 もって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場 

 合において前２条及び次条第１項第３号の規定の適用については、出席した者とみ 

 なす。 

 （理事会の議事録） 

第２７条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな 

 らない。 

（１）会議の日時及び場所 

（２）構成員の現在数 

（３）会議に出席した理事の氏名（書面表決者及び表決委任者を含む。） 

（４）議決事項 

（５）議事の経過の概要及びその結果 

（６）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長のほか、その会議に出席した構成員のうちから当該会議で選出 

 された議事録署名人２人以上が署名押印しなければならない。 

   第５章 事務局 

 （事務局） 

第２８条 協会の事務を処理するため、協会に事務局を置く。 

２ 事務局に関する規程は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 （職員の任免） 

第２９条 事務局の職員は、理事長が任免する。 

   第６章 寄附行為の変更及び解散 
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 （寄附行為の変更） 

   第３０条 この寄附行為は、理事会において理事の３分の２以上の同意を得、かつ、 

    青森県知事の認可を得なければ変更することができない。 

    （解散） 

   第３１条 協会は、民法第６８条第１項第２号から第４号までの規定によるほか、理事会において、

理事の４分の３以上の同意を得、かつ、青森県知事の承認があった 

    ときに解散する。 

   （残余財産の処分） 

  第３２条 協会の解散のときに存する残余財産は、弘前市に寄附する。 

第７章  雑則 

     （委任） 

     第３３条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て 

別に定める。 

       附 則 

    １ この寄附行為は、青森県知事の許可のあった日から施行する。 

    ２ 協会設立当初の役員の任期は、第１５条第１項の規定にかかわらず、昭和５８年３月３１日まで

とする。 

    ３ 協会設立当初の事業年度は、第１０条の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和５７年３

月３１日までとする。 

    ４ 協会の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第１１条第１項の規定にかかわらず設立者の

定めるところによる。 

附 則（昭和５７年１０月２２日青森県指令第５１８７号） 

     この寄附行為は、青森県知事の認可のあった日から施行する。 



財団法人弘前市公園緑地協会役員名簿

平成２０年４月１日現在

役 職 名 氏 名 市 役 職 名 就 任 年 月 日

理 事
（ 理 事 長 ）

葛 西 憲 之 副 市 長 平成19年12月25日

理 事
（専務理事）

尾 板 正 人 商工観光部長 平成19年4月1日

理 事
（常務理事）

石 澤 肇 平成20年4月1日

理 事 高 橋 文 雄 企 画 部 長 平成19年4月1日

同 舘 山 利 晴 総 務 部 長 平成19年4月1日

同 笹 村 真 市民環境部長 平成20年4月1日

同 倉 光 二 人 農 林 部 長 平成20年4月1日

同 吉 崎 義 起 建 設 部 長 平成20年4月1日

同 三 橋 孝 夫 都市整備部長 平成20年4月1日

監 事 福 真 幸 悦 会 計 管 理 者 平成19年4月1日

監 事 須 藤 正 光 水 道 部 長 平成20年4月1日

教 育 部 長 平成19年4月1日同 成 田 雅 幸
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平成１９年度財団法人弘前市公園緑地協会 

事 業 報 告 書 

 

１ 事業の総括 
      （財）弘前市公園緑地協会が行う事業は、緑化思想の普及及び啓発事業（以下「普

及啓発事業」という。）、公の施設の指定管理事業（以下「指定管理事業」という。）

及び公の施設以外の受託事業（以下「受託事業」という。）である。 

 まず、普及啓発事業は弘前市の緑化推進に協力し、「緑の相談所」が事業主体とな

って、園芸相談、緑化に関する講習会や展示会を開催し、市民への緑化意識・知識の

普及啓発を図った。 

次に、指定管理事業は、弘前市から公の施設の管理運営について指定管理者に指定

され、公園施設、野外活動施設の管理運営及び入園料の収納業務を行った。 

      また、受託事業は、弘前市から公の施設以外の施設の管理運営について委託され、  

     受託管理業務を行った。 

 

２ 事業の概要 

   （１）普及啓発事業 
 都市緑化の普及及び啓発のため、緑の相談所に相談員３人を配置し、来訪・電話に

よる相談を受けている。総来館者数は 39,870 人でほぼ前年度並であったが、相談者

数は 2,152 人で 18 年度に比べて 9.2％の減となった。また、樹木医による庭木管理の

訪問相談についても 40 件で 18 年度に比べて 13.0％の減となった。 

       講習会は 29 回開催し、受講者は 395 人、展示会は 35 回開催し、年間を通じて植物

の展示に努めた。 

 また、（財）公園緑地管理財団と共催で、「緑・花文化の知識認定試験」を実施し、

46 人が受験した。 

 このほか、「弘前城植物園無料開放日及びその前日」で 2 日、「カルチュアロード」

で１日、「弘前城菊と紅葉まつり」期間中は６日移動緑の相談所を開設した。 

 

   （２）指定管理事業 
     ① 緑の相談所 

       （１）普及啓発事業を参照 
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     ② 弘前城植物園 
       弘前城植物園は、４月７日から 11 月 23 日まで開園し、入園者数は 70,398 人で、

18 年度に比べて 11.2％の減となった。このうち、有料入園者数は 40,135 人で全体

の 57.0％を占め、また、植物園が主会場である「弘前城菊と紅葉まつり」期間中の

入園者数は 36,519 人で全体の 51.9％を占めた。 

       園内には、白神山地コーナーをはじめ 23 ゾーンがあり、124,000 本の樹木、草木

の適期作業に留意しながら季節ごとの景観保持に努めた。 

       植物園の利用促進を図るため、弘前市内と周辺市町村のホテル・旅館、道の駅、

公共機関へリーフレットを年４回配布した。また、弘前市内の児童・生徒による「写

生大会」を実施し、380 点の応募があった。 

 

③ 弘前城 
       弘前城有料区域（本丸・北の郭）は、４月１日から 11 月 23 日まで開園し、入園

者数は 302,247 人で 18 年度に比べて 7.6％の減となった。このうち、有料入園者数

は 290,070 人で全体の 96.0％を占め、また、「弘前さくらまつり」期間中の入園者

数は 195,522 人で全体の 64.7％を占めた。 

弘前城有料区域の利用促進を図るため、植物園と同様にホテル等へリーフレット

を配布した。また、弘前城の天守は史料館として、武徳殿は休憩所として入園者に

開放し、毎月第２日曜日は無料開放日とした。 

 

     ④ 藤田記念庭園 
       藤田記念庭園は、４月７日から 11 月 23 日まで開園し、入園者数は 29,191 人で

18 年度に比べて 0.4％の減となった。このうち、有料入園者数は 18,344 人で全体

の 62.8％を占めた。        

庭園管理は施設の良好な維持に努めるとともに、園内中央の高さ 13m の崖地をは

さんで、高台から岩木山を望む借景式庭園と低地の池泉廻遊式庭園との植物管理に

ついても、適期作業に留意し樹木の良好な生育を図った。 

藤田記念庭園の利用促進を図るため、植物園と同様にホテル等へリーフレットを

配布し、また、洋館でミニコンサートを 22 回開催した。 

 

     ⑤ 都市公園等 
       都市公園等は、弘前市内に街区公園、幼児公園等 305 箇所があり、それぞれの維

持管理をした。 

このため、１班５人で４班を編成し、弘前市内の都市公園等を定期的に巡回し、

園内清掃をはじめ、遊具・砂場の保守点検、除草、樹木剪定、薬剤散布、樹木の除

排雪を行い、利用者の安全と快適な公園づくりをした。 
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     ⑥ 高長根レクリエーションの森 
       高長根レクリエーションの森は、キャンプ場、スキー場及びビジターセンターを

有し、４月１日から３月 31日まで開場し、入場者数は 6,246人で 18年度に比べ 0.6％

の増となった。このうち、有料入場者数は 597 人で全体の 9.6％を占めた。 

       特に、スキー場の利用促進を図るため、「ファミリースキー教室」を開催し、63

人の受講生があった。 

 

     ⑦ 弥生いこいの広場 

      弥生いこいの広場は、動物広場、ピクニック広場及びオートキャンプ場を有し４月

13 日から 11 月 11 日まで開場し、入場者数は 64,198 人で 18 年度に比べ 7.3％の増と

なった。このうち、有料入場者数は 29,649 人で全体の 46.2％を占めた。 

弥生いこいの広場の利用促進を図るため、植物園と同様にホテル等へリーフレット

を配布した。特に、動物広場については、弘前市内と周辺市町村の保育所（園）、幼稚

園及び小・中学校へダイレクトメールを発送した。また、行事として「動物のエサ栽

培体験」、「キャンプ大会」、馬車と乗馬による「ポニー乗馬と動物とのふれあい」など

を実施した。 

 

（３）受託事業 
     ① こどもの森 
       こどもの森は、久渡寺山を中心とした子どもたちの自然観察の場として、平成元

年に環境庁の「ふるさといきものの里」の認定を受けている。 

ビジターセンターの利用者数は 18,015人で 18年度に比べて 5.8％の増となった。 

こどもの森の利用促進を図るため、夏は「自然教室」を開催し、冬は「雪」を利

活用した行事を開催し、１年を通して野外活動に開放した。 

また、植物や小動物の常設展示のほか、企画展示として季節ごとの動植物等の展

示を 13 回開催した。 

 

② 児童遊園等 
  弘前市内の児童遊園等 11 箇所、市営住宅等 31 箇所を、それぞれ維持管理した。 

  このため、児童遊園等を定期的に巡回し、都市公園等と同様に利用者の安全と快

適な公園づくりをした。 

 

（４）その他  
       緑化推進事業の一つとして、弘前市及び弘前園芸組合との共催により「花と緑の

市」を春と秋の２回開催した。 



貸　借　対　照　表

平成２０年３月３１日現在

一般会計

(単位：円）

当 年 度 前 年 度 増　減

１　流動資産

現金預金 15,617,791 22,361,669 △ 6,743,878

現　金 160,000 146,000 14,000

普通預金 5,449,503 12,206,788 △ 6,757,285

定期預金 10,008,288 10,008,881 △ 593

未収金 1,361,915 1,466,461 △ 104,546

流 動 資 産 合 計 16,979,706 23,828,130 △ 6,848,424

２　固定資産

基本財産

基本財産積立預金 5,000,000 5,000,000 0

基 本 財 産 合 計 5,000,000 5,000,000 0

特定資産

事業基金積立資産 11,467,512 11,006,512 461,000

特 定 資 産 合 計 11,467,512 11,006,512 461,000

その他の固定資産

車輌運搬具 8,934,259 8,934,259 0

車輌運搬具減価償却累計額 △ 8,934,253 △ 8,934,253 0

什器備品 5,564,747 5,112,197 452,550

什器備品減価償却累計額 △ 4,745,285 △ 4,615,200 △ 130,085

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 819,468 497,003 322,465

固 定 資 産 合 計 17,286,980 16,503,515 783,465

資 産 合 計 34,266,686 40,331,645 △ 6,064,959

１　流動負債

未払金 15,803,829 21,604,531 △ 5,800,702

預り金 1,118,390 1,942,822 △ 824,432

社会保険料 16,298 651,089 △ 634,791

所得税 71,442 72,197 △ 755

県市民税 182,200 107,800 74,400

雇用保険料 848,450 1,111,736 △ 263,286

（平成１９年度）

科　　　目

資産の部

負債の部
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当 年 度 前 年 度 増　減科　　　目

流 動 負 債 合 計 16,922,219 23,547,353 △ 6,625,134

負 債 合 計 16,922,219 23,547,353 △ 6,625,134

指定正味財産

寄附金 5,000,000 5,000,000 0

指 定 正 味 財 産 合 計 5,000,000 5,000,000 0

（うち基本財産への充当額） 5,000,000 5,000,000 0

（うち特定資産への充当額） 0 0 0

一般正味財産 12,344,467 11,784,292 560,175

（うち基本財産への充当額） 0 0 0

（うち特定資産への充当額） 11,467,512 11,006,512 461,000

正 味 財 産 合 計 17,344,467 16,784,292 560,175

負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 34,266,686 40,331,645 △ 6,064,959

正味財産の部
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当 年 度 前 年 度 増　減科　　　目

手数料 104,658 71,100 33,558

保険料 107,160 94,230 12,930

委託料 4,595,850 5,075,700 △ 479,850

使用料及び賃借料 1,019,655 710,097 309,558

原材料費 221,654 387,098 △ 165,444

公課費 246,506 270,435 △ 23,929

66,972,000 66,972,000 0

給料 12,735,000 12,991,200 △ 256,200

職員手当 7,158,443 7,131,630 26,813

賃金 14,511,311 14,324,255 187,056

法定福利費 5,182,494 5,200,183 △ 17,689

福利厚生費 149,813 369,911 △ 220,098

報償費 210,895 175,996 34,899

旅費 72,370 71,230 1,140

消耗品費 1,455,403 1,506,390 △ 50,987

燃料費 1,156,849 973,577 183,272

食糧費 28,257 22,050 6,207

印刷製本費 604,295 797,778 △ 193,483

光熱水費 2,856,208 2,939,241 △ 83,033

修繕料 774,675 799,456 △ 24,781

飼料費 3,060,629 2,955,554 105,075

医薬材料費 13,870 2,058 11,812

通信運搬費 409,999 416,593 △ 6,594

手数料 1,025,220 894,174 131,046

保険料 402,129 385,472 16,657

広告料 434,700 395,850 38,850

委託料 10,145,620 10,492,670 △ 347,050

使用料及び賃借料 1,851,364 942,570 908,794

原材料費 727,946 1,095,684 △ 367,738

消耗什器備品 0 81,800 △ 81,800

公課費 2,004,510 2,006,678 △ 2,168

130,085 639,469 △ 509,384

車両運搬具減価償却費 0 498,408 △ 498,408

什器備品減価償却費 130,085 141,061 △ 10,976

減価償却費

弥生いこいの広場指定管理料
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当 年 度 前 年 度 増　減科　　　目

19,036,509 18,992,400 44,109

14,940,459 14,787,150 153,309

給料 4,172,400 4,170,000 2,400

職員手当 1,923,642 2,008,576 △ 84,934

賃金 2,882,193 3,143,638 △ 261,445

法定福利費 1,345,608 1,402,585 △ 56,977

福利厚生費 19,393 0 19,393

報償費 200,000 200,000 0

消耗品費 536,810 309,732 227,078

燃料費 96,391 78,853 17,538

食糧費 25,200 58,225 △ 33,025

印刷製本費 37,500 36,600 900

光熱水費 381,338 356,390 24,948

修繕料 7,350 50,379 △ 43,029

飼料費 3,939 15,903 △ 11,964

医薬材料費 12,241 4,357 7,884

図書費 50,895 46,620 4,275

通信運搬費 51,113 52,010 △ 897

手数料 57,960 60,375 △ 2,415

保険料 152,000 0 152,000

委託料 1,988,240 1,860,870 127,370

使用料及び賃借料 92,400 89,880 2,520

原材料費 270,569 221,287 49,282

消耗什器備品 117,075 82,740 34,335

公課費 516,202 538,130 △ 21,928

4,096,050 4,205,250 △ 109,200

賃金 738,000 589,440 148,560

法定福利費 100,393 96,213 4,180

消耗品費 740,075 1,066,905 △ 326,830

燃料費 303,691 214,943 88,748

修繕料 32,571 30,638 1,933

手数料 510,940 428,505 82,435

委託料 1,309,470 1,294,776 14,694

使用料及び賃借料 283,500 283,500 0

原材料費 34,650 165,207 △ 130,557

公課費 42,760 35,123 7,637

こどもの森管理運営受託事業

児童遊園等管理受託事業

受託事業
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当 年 度 前 年 度 増　減科　　　目

290,618,891 293,502,444 △ 2,883,553

344,925 △ 521,546 866,471

215,250 0 215,250

215,250 0 215,250

215,250 0 215,250

215,250 0 215,250

0

0 0 0

215,250 0 215,250

560,175 △ 521,546 1,081,721

11,784,292 12,305,838 △ 521,546

12,344,467 11,784,292 560,175

0

0 0 0

5,000,000 5,000,000 0

5,000,000 5,000,000 0

17,344,467 16,784,292 560,175

経　常　外　収　益　計

（２）経常外費用

経　常　外　費　用　計

当期経常外増減額

指定正味財産期末残高

正味財産期末残高

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

指定正味財産増減の部

経　常　費　用　計

当期経常増減額

固定資産受贈益

什器備品受贈益
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